
契約担当者　　殿

福岡県警察本部総務部会計課
（出納係）

仕様書に記載されていない事項について、質疑がありましたので、お知らせします。

1 Q 賃貸借料の支払は毎月払（当該月分翌月末払い）で宜しいでしょうか。

Ａ 毎月払とすることも可能です。毎月払の場合、支払い時期は毎月の賃貸借期間終了後、受
注者から適法な請求書を受理した日から３０日以内に支払いとなります。

Ｑ リース物件に付保する動産総合保険は、一般的な内容（期間経過により保障限度額は逓減、
地震に起因する損害は付保対象外）で宜しいでしょうか。

Ａ 一般的な動産総合保険の付保で結構です。

Ｑ 設置・保守・撤去等の作業における他社への再委託について、事前申請または事後報告は
必要でしょうか。

Ａ 他社への再委託の際には、事前申請及び事後報告が必要です。（電話連絡可）

担当者　髙野 ０９２－６４１－４１４１（内線２２４３）
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「センサーカメラシステム賃貸借」に係るお知らせ
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